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g1J圏 第3次久留米市男女共同参画行動計画・

第2期実施計画の策定にあたって

日 計画策定の趣旨

久留米市では、平成 23(2011)年度に、平成32(2020)年度までの 10年間を計画期間とする

第3次男女共同参画行動計画(以下「第3次行動計画Jという。)を策定し、男女共同参画社会の実現に取

り組んでいま五平成 27(2015)年度で前半の第1期実施計画の計画期聞が終了しますL第1期実施計

画の成果や課題、現在の社会情勢等を踏まえ、本市における男女共同参画に関する取り組みを総合的かっ

効果的に推進するため、第2期実施計画を策定するもので、主策定にあたっては、平成26(2014)年にf久

留米市男女平等に関する市民意識調査J(以下「市民意識調査jという。)を実施し基礎資料とするとともに、

市長の諮問に対する久留米市男女平等政策審議会からの答申に加えて「市民の意見を聴く会jで出された

意見の反映に努めました。

回 これまでの経緯

国・県の取り組み
わが国における男女平等の取り組みは、昭和 50(1975)年の国際婦人年に始まり、昭和 60

(1985)年に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約jを批准するなど、国際社会の動き

と連動して進められてきました。

平成 11(1999)年には男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の形成についての

基本理念や方向性が示されるとともに、園、地方公共団体、国民の責務が定められました。平成 12

(2000)年に、この法律に基づく最初の国の計画として、男女共同参画基本計画が閣議決定されて以降、

※固定的性別役劃分担意識の解消に向けた意識啓発など、様々な施策が進められてきました。

平成27(2015)年 12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画では、目指すべき社会として、

@男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会

@男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生さることので、きる社会

@男性中心型労働慣行等の変革などを通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活

その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会

@男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づ11，国際的な評価を得られる社会

の4つを提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会の形成の促進を図っていくこととしていますL

県においては、昭和 55(1980)年に「婦人問題解決のための福岡県行動計画jを策定しました。男

女共同参画社会基本法制定後、同法に基づき、平成13(2001)年に福岡県男女共同参画推進条例を制定、

平成 14(2002)年には福岡県男女共同参画計画を、平成 28(2016)年 3月には第4次福岡県男女

共同参画推進計画を策定し、男女共同参画に関する施策を総合的、計画的に推進していま主
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久留米市の取り組み
久留米市では、昭和 63(1988)年に「女性問題解決のための久留米市行動計画~女性の自立と男女共

同社会をめざしてJ、平成 13(2001)年には第2次となる「久留米市男女共同参画行動計画j、平成 23

(201 1 )年に第3次行動計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んできました。

この間、市民と行政の共通の指針である「久留米女性憲章Jや「久留米女性週間Jの制定、平成 13

(2001 )年の[久留米市男女平等推進センターJ(以下「男女平等推進センターJという。)の設置、平成 15

(2003)年4月の 「久留米市男女平等を進める条例J(以τ「男女平等を進める条例Jという。)の施行など、

男女平等推進政策の基盤整備を進めました。

また、 ※ドメスティック・バイオレンス(以下rovJという。)対策については、平成 22(2010)年度に久

留米市 OV対策基本計画を、平成27(2015)年には第2次久留米市 OV対策基本計画(以下rov対策

基本計画Jという。)を策定し、啓発から被害者の自立支援まで、関係機関・団体と連携しながら総合的に取

り組んできました。平成 22(2010)年 11月に、全国に先駆けてrovのないまちづくり宣言Jを行ったほ

か、平成 25(2013)年に国際認証を取得した安全安心のまちづ、くり「※セーフコミュ二ティJを推進する

中でもov防止 ・早期発見に焦点、をあて、ovの根絶に向けた取り組みを進めていま主

※回定的i全戸Ij役副分担忌仙

男女を問わず個人の能力等によって役劃の分担を決めることが適当であるにも関わ

らず、「男は仕事 ・女は家庭j、「男性は主要な業務・女性は補助的業務j等のように、

男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

※ドメスティック ・バイオレンス (OV)

配偶者や恋人司士など親密な関係にある男女閣において、個人の尊厳を侵すような

身体的、精神的、性的、経済的暴力等をいう。

，，?oセーフコミュニティ

「生活の安全と安心を脅かす事故やけがは、原因を究明することで予防することがで

きる」という理念のもと、地域の実情をデータ等を用いて客観的に評価・検証し、市

民や各種団体、市などが連携して「安心して生活で、きる安全なまちづくりJに取り組

むことであり、 WHOセーフコミュ二ティ協働センターが認証する。
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回 社会情勢等と男女共同参画の必要性
平成 11(1999)年に制定された男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現は、

21世紀のわが国の社会を決定する最重要課題と位置付けられていますL社会的 ・文化的に形成された「女

性像Jや「男性像jが固定的な性別役割分担意識や偏見等につながっている場合もあり、そのことが女性

や男性の人生の選択肢を狭め、その人らしく生きることを困難とします二成熟した、活力ある社会をつくっ

ていくためには、男女の人権が尊重され、多様性を認め合える男女共同参画社会の実現は欠くことができ

ません。

成長戦略としての「女性の活躍Jをめぐる動き
近年、人口減少社会を迎え労働力人口が減少する中、経済の分野で、は、性別、年齢、障害の有無などに

関わらず、誰もがその能力を十分に発揮することができる社会づくりを進めることで経済の活性化力雪期待さ

れま主特に女性は我が国最大の潜在力としてその活躍に大きな期待が寄せられ、平成 25(2013)年

6月に閣議決定された「日本再興戦略jに「女性の活躍推進Jが盛り込まれました。女性の活躍は成長戦

略の中核と位置づけられ、さらに加速して進めていかなければならない重要事項となっていますL

こうした中、平成 27(2015)年9月に、女性の採用 ・登用 ・能力開発のための事業主行動計画の策

定等を国や地方公共団体、民間事業主に義務付ける女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以

下「女性活躍推進法」という。)が施行されました。同年 12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本

計画では、計画全体にわたる横断的視点として、「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍Jを女性の

活躍推進とともに、男女ともに暮らしゃすい社会を実現するために特に必要な要素として位置づけていま主

また、平成26(2014)年 12月、少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある社会

を維持していくため、まち ・ひと・しごと創生法が施行されました。本市においても、平成27(2015) 

年 10月に「久留米市キラリ創生総合戦略jを策定し、全市的な対策が進み始めていますLその申で、男

女共同参画の意識づくりやワーク・ライフ・バランスの推進支援、女性の活躍促進などを通じて、男女と

もに希望がかなう就労環境の実現を目指していますL

「女性の活躍jの根底にある目指すべき社会
「女性の活躍推進Jは、人口減少社会にあって、女性の労働参加を進めることで経済成長を維持していく

ことに主眼を置いた成長戦略ですが、「男女を問わず社会で能力を発揮し活躍することがでさることは大切

であるjという観点から、女性の活躍推進は重要で主現状では、家庭や地域、職場等において、固定的性

別役割分担意識に基つ、く慣習や慣行が根強く残っており、男性と比べて重い家庭責任を背負って働くことや、

長時間労働をはじめとする男1性を中心とした雇用慣行が維持されていること等力¥ら、雇用の不安定や男女

聞の格差といった問題が生じ、女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にありま五

こうした問題を踏まえて、女性の活躍推進に社会全体で取り組んでいくことで、労働力の充足にとどまらず:

様々な分野で女性の意見や視点が生かされ、創意工夫をもたらし、新しい価値の創造が期待されま主また、

女性が活躍できる環境を整える中で長時間労働の是正や労働生産性の向上も期待されま乱さらに、男性

も家事 ・育児等という家庭生活に参画し多様な経験を得ることで、生活者として自立し人としての幸せや

家族の一体感を実感するとともに、地域との緋や仕事だけではない幅広い視野も得ることができま主

これらは、男女共同参画社会基本法の前文に謹われている「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も

分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会Jの

実現を目指す趣旨と軌をーにするものであり、同法の理念をしっかり捉えて施策を講じていかなければな

りません。本市では、 このような認識のもと、 男女の人権が尊重され、ともに希望する生き方がかなえられる、

多様性を持った社会つ、くりを目指しま主
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目第3次男女共同参画行動計画の考え方

計画の性格と位置づけ

第3次行動計画は、男女平等を進める条例第 16条第II頁に基づく「行動計画Jで乱また、平成 27

(2015)年9月に女性活躍推進法が施行されたことを踏まえ、本計画を、男女共同参画社会基本法第

14条第31.頁に基づく「市町村男女共同参画計画」と、女性活躍推進法第6条第21頁に基づく「※市町村推

進計画J を一体的に策定したものとして位置づけます~ ov対策については、 rov対策基本計画Jを本計

画に包含していますL

さらに、久留米市新総合計画の男女共同参画分野の個別計画であり、施策の推進に当たっては総合計画

との整合を図りま五

の'"凶J1 'J J比底~II …施策の方向IIrあらゆる分野における女性の活躍の推進Jが該当

男女共同参画社会基本法

l巾山J刊均久六円安oumD"jI畠」

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関

する法律

その他の関連計画

女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律

計画J

久留米市新総合計画

第3次基本計画

。
塁
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目i計画の期間

第3次行動計画の期間は、平成23(2011)年度から平成32(2020)年度までの 10年間で、第

2期実施計画の期間は平成28(2016)年度から平成32(2020)年度までの5年間で主

なお、必要に応じて見直しを行いま主

第3次久留米市男女共同参画行動計画

第 1期実施計画 第 2期実施計画
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基本理念

「男女平等を進める条例Jのアつの基本理念を第3次行動計画の基本理念としていま五

@ 個人としての尊厳が重んぜられること、性別による差別を受けないこと、個性と能力を生かす

機会が確保されること、あらゆる暴力が根絶されること等、男女の人権の尊重と、性差別と他

の差別との重複への配慮

@ 社会における制度又は慣行への配慮

@ あらゆる教青の場での男女平等の推進

。 政策 ・方針の立案及び決定に参画する機会の平等な確保

@ 家庭生活における活動とその他の活動を行うことができるような配慮

@ 男女が生涯健康な生活を営むこと及び性と生殖に関する事項に関しての自らの決定の尊重

@ 男女平等の推進は平和を基盤とした国際的協調の下に行われること

目標及び施策の方向 一-11

第3次行動計画の目標として「男女の自立と男女共同参画社会の実現Jを設定し、「男女平等を進める条

例Jの基本理念を踏まえ、目標を達成するために取り組むべき施策の方向として3項目を定めていますL第

2期実施計画策定にあたり、男女平等政策審議会の答申や社会情勢等を踏まえ、施策の方向 I及び施策

の方向 11の文言の整理を行いました。

|人権尊重のための男女平等の意識づくり 】施策の方向 田

男
女
の
自
立
と

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

|あらゆる分野における女性の活躍の推進 】施策の方向 田

|男女が自立し、生活できる社会環境づくり 】施策の方向 田

計画推進体制の整備

回1第1期実施計画の成果と課題 一一.

第1期実施計画では、「男女の自立と男女共同参画社会の実現jという目標を目指し、 「人権尊重と男女

平等のための意識づくりj、Iあらゆる分野での男女共同参画の促進j、「男女が自立し、生活できる環境づ

くりJの3つの施策の方向のもと、取り組みを進めてきました。

政策・方針決定過程への女性の登用促進に向けた環境整備を進め、市の審議会委員等への女性の登用は、

平成 27年4月1日現在で44.3%と高い登用率を実現したほか、平成26年ア同には女性の農業委員5

人が誕生しました。また、本市職員の役職者に占める女性の割合は、平成27年4月1日現在で20.6%と、
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目標値 (20%)を達成しました。DV対策については、DV対策基本計画に基づき、関係機関・団体と連携

を図りながら取り組むとともに、セーフコミュニティの重点取り組み項目のーっとして積極的に推進した結

果、市民のDVIこ対する理解が深まり、被害者支援の充実が図られました。男女共閣参画社会を実現する

ための啓発や教育については、「男性は仕事、女性は家庭」という性別による固定的な役割分担に同感し

ない人の劃合が53.4%と、はじめて半数を超え、意識改革も進みつつあります二

このように、第7期実施計画の計直期間において、女性の参画や意識啓発には一定の成果がみられました。

しかしながら、家庭や地域、職場等において、いまだに固定的性月lj役割分担意識に基づく慣習・慣行や、

男女の不平等感が根強く残っており、男女平等を市民の生活の場に浸透させるには至っていません。雇用

の分野では、多くの女性が子育て等により離職を余儀なくされたり、非正規雇用を選択している状況があり、

男女がともに仕事と家庭を両立し、働き続けることができる環境整備も、引き続き重要な課題で五個人の

意識啓発だけでなく、事業主等を含めた市民の啓発をさらに進め、様々な分野への女性の参画の促進や

※ワーク・ライフ・バランスの推進などの取り組みを一層充実させることが求められていま瓦第1期実施計画

において残された課題の解決に向は今後も、実効性ある取り組みを推進していく必要がありますL

。長ワーク ・ライフ ・バランス

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々 な活動につ
いて、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと

図第2期実施計画の重点課題
第2期実施計画における重点、課題を次の6項目としま乱

[1 ]男女共同参画の意識づくり • 
男女共同参画社会を実現していく上で、 ※社会的・文化的に形成された性別(ジ工ンダー)による慣習 ・

慣行を見直し、変革していくための啓発や教育は、あらゆる施策の根幹となる重要な取り組みですL市民一

人ひとりが男女共同参画について正しく理解し、主体的に行動することができるよう、継続して男女共同参

画の意識づくりに取り組むことが重要で瓦

[2]政策・方針決定過程への女性の参画の促進 • 
国が i2020(平成 32)年までに、あらゆる分野で指導的地位に女性が占める劃合を、少なくとも

30%程度(いわゆる i202030J)Jに増やしていくとしている中、本市においても、女性が活躍できる分

野を広げるための啓発を含めた働きかけや環境づくりを積極的に進めます二

[3]地域における男女共同参画の促進 • 
地域社会では男性中心の価値観や体制の中で、固定的性別役割分担意識による慣習や慣行が依然とし

て多く残っていますが、人口減少と超高齢社会の進行が加速していく中、地域社会をより魅力あるものにし

ていくためには女性の活躍が不可欠で五女性の活躍を地域の活性化につなげていくため女性の参画を進

めま五

第

2
期
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施
計
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に
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[4Jワーク・ライフ・バランスの実現 • 
少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、ライフスタイルの変化、家族形態の多様化等を背景として、

男女ともに、子育てや介護等と仕事を両立させることが必要とされるようになってきました。長時間労働を

当然、としてきた従来の働き方を見直し、一人ひとりが希望する生き方を選択できる社会を実現するため、

ワーク ・ライフ ・バランスの実現が喫緊の課題になっています二

[5 J貧困等生活上の困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備 E 

女性は出産・育児等による就業の中断や非正規雇用が多いことなどを背景として、貧困等生活上の困難

に陥り易い状況にあることが指摘されていますLひとり親や高齢単身女性、非正規雇用労働者などが増加し

ている中、生活上の困難に対応するとともに、貧困の世代間連鎖を断ち切るための個人の様々な生き方に

沿った切れ目のない支援が必要となっていま主

[6J女性に対するあらゆる暴力の根絶 • 
DV、性暴力、セクシユアル・ハラスメント、ストー力一行為、人身取ヨ!など女性に対する暴力は、犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。また、近年、 後SNSなど

の広がりに伴い暴力は一層多様化しており、そうした新たな形の暴力に的確に対応していくことが必要と

なっています二

b主・「平士五的・h 化的k ，~宝れー iリJ(Jrンダ ) 

人閣には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や

慣習の中には、 社会によって作り上げられた 「男性像J、「女性像Jがあり、このよう

な男性、女性の別を 「社会的・ 文化的に形成された性別J(ジ、工ンダ / gender) 

という。「社会的 ・文化的に形成された性別jは、それ自体に良い、悪いの価値を含

むものではなく、国際的にも使われている。

※SNS (ソノτjレ'f-トワー~ク ・ワピス

友人 ・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とする

コミュ二ティ型のサービス。
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